
開発事業と埋蔵文化財の取り扱いの流れ

　（事業者→浅口市教育委員会）

　（浅口市教育委員会→事業者）

変更不可 変更可 完了

　（事業者→浅口市教育委員会→岡山県教育委員会）

　（岡山県教育委員会→浅口市教育委員会→事業者）

変更可 変更不可

重要遺跡発見

事業の計画の変更等の再協議

設計変更等

記録保存

現場引渡

工事着工

埋蔵文化財に関する協議の終了

遺跡に該当なし

工事着手

工事中に遺跡発見

工事の一時中断

埋蔵文化財の保存についての協議

　　　　　　　　　　遺跡発見の届出
文化財保護法第96条［個人・民間事業者］
文化財保護法第97条［公共機関］

事業計画変更等の協議

発掘調査 工事立会 慎重工事

　　　　　埋蔵文化財発掘の届出・通知
文化財保護法第93条［個人・民間事業者］
文化財保護法第94条［公共機関］

岡山県教育委員会による指示対応

市教育委員会への連絡

本発掘調査

　（事業者→浅口市教育委員会→岡山県教育委員会）

調整の開始

開発事業計画の立案

所在の有無についての回答

取り扱い協議

必要により確認調査の実施

埋蔵文化財の所在の有無についての照会・事前相談

遺跡に該当あり

遺跡の現状保存


